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適用法令 

（１）労働安全衛生法施行令 
（２）労働安全衛生規則 
（３）有機溶剤中毒予防規則 

（４）特定化学物質等障害防止規則 

（５）電離放射線障害防止規則 

（６）毒物及び劇物取締法施行令 

（７）毒物及び劇物取締法施行規則 

（８）四アルキル鉛中毒予防規則 

（９）船員電離放射線障害防止規則 

（１０）船員労働安全衛生規則 

（１１）一般高圧ガス保安規則 

（１２）廃棄物処理及び清掃に関する法律 

（１３）冷凍保安規則 

（１４）コンビナート等保安規則 

（１５）小型漁船安全規則 

（１６）家内労働法施行規則 

（１７）建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 

 

 

（注意） 

 この説明書は、製品の安全な取り扱いを確保するための参考情報として、取り扱い事業

者に提供されるものです。取り扱う事業者は、これを参考にして、自らの責任において、

個々の取り扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上

で、活用して頂くようお願いします。従って、本書は、安全の保証書ではありません。 

 

以上 


